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供用期間中検査の適切な実施に関する国からの指示について 

 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当社事業に

つきまして格別のご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

 さて、供用期間中検査の適切な実施に関して、平成２２年１１月１５日付け

で経済産業省原子力安全・保安院から、別添のとおり指示がありましたので、

安全協定第１０条第４項に基づきご報告いたします。 

 

 

 

 

敬 具 

 

 
 
 





経 済 産 業 省

22 原 企 課 第 12 2 号

平成２２年１１月１５日

供用期間中検査の適切な実施について（指示）

原 子 力 安 全 ・ 保 安 院 企 画 調 整 課

原子力安全・保安院原子力発電検査課

ＮＩＳＡ－１６３ｂ－１０－２

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、平成２２年７月に日本原子力発

電株式会社から同社の敦賀発電所１号機において供用期間中検査の計画に反映されて

いない溶接箇所があることが判明した旨の報告を受けました。これを受けて、当院は、

他の原子炉を設置する電気事業者（以下「電気事業者」という。）に対し、同様の事案

について確認するよう指示を行い、その結果、他の電気事業者において同様の溶接箇

所がある旨の報告を受けました。

当院が、提出された報告内容を検討した結果、共通的な要因として、①電気事業者

と調達先である製造事業者との間で溶接箇所の有無に係る設計情報が十分共有されて

いなかったものがあったこと、②供用期間中検査を規定する社団法人日本機械学会の

維持規格の改訂に対して、その改訂内容を供用期間中検査の計画に反映できていなか

ったものがあったこと、③現場の溶接箇所の確認が十分でなかったものがあったこと

が明らかになりました。

当院は、供用期間中検査が適切に実施されていなかった事案を踏まえ、貴社に対し

て、下記の事項について検証を行うよう求めます。

記

１．電気事業者と調達先である製造事業者との間で溶接箇所に係る設計情報を十分共

有し、供用期間中検査の計画に確実に反映できる体制となっているか

２．供用期間中検査を規定する社団法人日本機械学会の維持規格の改訂が行われた場

合には、その改訂内容を電気事業者内の関係部署において共有し、改訂内容が供用

期間中検査の計画に確実に反映させる体制となっているか

３．供用期間中検査の計画にある検査対象箇所と現場の設備における溶接箇所との不

整合が生じないよう確認する体制となっているか
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